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大正 4年「奈良県風俗誌」にみる「嗜好品」

―奈良県山辺郡を事例として―

木　村　裕　樹

要旨
「嗜好品」という言葉は日本の近代化とともに普及するが、これと同時代に作成された「奈良県風俗誌」
は「嗜好品」についても注意を払っていた。「奈良県風俗誌」は大正天皇大礼記念に奈良県教育会が企画し、
奈良県師範学校教諭の高田十郎を中心に県内各地の小学校教員に調査を委託したもので、町村ごとにまとめ
られた稿本が奈良県立図書情報館に所蔵されている。調査項目をみると、「嗜好品」は 39 ある大項目のうち
「第 3類　飲食並ニ関連事項」の中項目の一つであり、常食でないが愛用されるものとして定義されている。
それを①自然のままのもの、②調理品、③特に広く嗜好されるものに細分し、①は植物性、動物性、鉱物性、
②は麺類、餅類、菓子類、③は酒類、茶、煙草について設問が立てられている。なお、③は「効能」をとも
なうという点で、①と②とは一線を画している。
本稿では山辺郡を事例として、「奈良県風俗誌」に記載された「嗜好品」がどのようなものであり、それ
が地域にどのように認識されていたのかついて考察を試みた。
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1　はじめに

「嗜好品」という言葉は近代日本の造語であるらしい。小学館『日本国語大辞典』は初期の用例として桜井錠二、
高松豊吉『稿本化学語彙』（1900 年）にみえる「Stimulant, Genussmittel」の訳語と森鴎外『藤棚』（1912 年）の一
節をあげている（日本国語大辞典第二版編集委員会 2001: 614）。高田公理はこの鴎外の短編小説『藤棚』を引き合い
に、急速な「近代化」と「都市化」という世相が「嗜好品」という日本語の成立背景にあることを指摘している（高
田・嗜好品文化研究会 2008: 4-5）。
国立国会図書館デジタルコレクション 1）で「嗜好品」を検索すると、明治 22（1889）年の日本医史学会編『中外
医事新報』216 号の記事「蜜尿病患者ノ嗜好品」が初出である（日本医史学会 1889: 32-33）。なお、「嗜好物」では明
治 21 年に刊行された勃古著、後藤新平訳『普通生理衛生学』が最初である（勃古 1888: 105-125）。勃古はライプツィ
ヒ大学で学んだドイツの医師で解剖学者のCarl Ernst Bock（1809-1874）、後藤新平は須賀川医学校出身で内務省衛
生局長や内務大臣、外務大臣などをつとめた官僚、政治家である 2）。明治 23 年には「衛生思想」の啓蒙を企図して
名古屋の医師、熊沢 七郎が『通俗衛生新書』を著している 3）。同書によると、「嗜好物とは決して身体を営養する
に必要なる物質を含むには非ざれども人の性質によりて甚しく其一二を好むものありて能く精神或は消化器等を興
奮せしむ然れども度に過ぐるときは多くは害あるもの」として、酒、茶、珈琲、煙草を取り上げ「嗜好品より来る不
健康」について注意を促している（熊沢 1890: 65-72）。

　特別寄稿
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上記の検索結果から明治末年までに刊行された「嗜好品」を含む図書は 51 タイトルを数えるが、刊行点数が急増
するのは明治 36（1903）年以降である。この頃より標題やシリーズ名に「家庭」や「家政」を冠したものがみられ
るようになり、医学用語として登場した「嗜好品」が家庭における衛生管理の知識として認識されていることがわか
る（表 1）。

本稿で取り上げる「奈良県風俗誌」は大正 4（1915）年、大正天皇大礼記念として、奈良県教育会がその編纂を企
画し、県内各地の小学校に調査を依頼し提出させた報告書である。それぞれの報告は大字でなく旧行政村を単位とし
ているが、地域全体を総体として把握するうえで有益である（鹿谷 1990: 1213-1216）。現存する 80 冊の稿本は奈良
県立図書情報館に保管されているが、所在不明のものが 16 点あるという（中井 1998: 10-11; 安井 2011: 20）。また、
その一部は今日、同館まほろばデジタルライブラリーで電子公開されている 4）。
この編纂事業の中心を担ったのは奈良県師範学校教諭の高田十郎である。「奈良県風俗志記載事項調」に示された
編纂の目的は「明治の文明開化以降、文化の西欧化が一段落した」中で「「我ガ風俗」のどれほどが本来のままで、
どれほどが変化したのか、また西洋から入ってきたものなのかを調べ」「「我ガ国ノ後ノ鏡」と」するというものであっ
た（安井 8-9）。また、「奈良県風俗志記載事項調」に列挙された調査の内容は 39 の大項目 5）のもと 260 の中項目、
1248 の小項目にもとづいている 6）（安井 2011:10）。そして、39 ある大項目のうち第 3類は「飲食並ニ関連事項」で
あり、その中項目に「嗜好品」の記載がみえている（竹永 1998: 225-226; 安井 2011: 12-17）。つまり、「嗜好品」とい
う言葉の普及期に奈良県全域で、それについての調査がなされているのである。このことは近代化にともなう生活変
容を捉える指標として「嗜好品」が選ばれたことを示している。
「奈良県風俗誌」に関する研究は主として井戸田博史（1980）、鹿谷勲（1990）、竹永三男（1998）、中井精一（1998）、
安井眞奈美（2006a・2006b・2007）、関沢まゆみ（2008）、青木香菜絵（2017）らによって進められてきた。近年の
成果として、出産と育児に焦点あてた安井眞奈美編『出産・育児の近代―「奈良県風俗志」を読む』はその集大成と
いえる（安井 2011）。しかし、飲食に関する事柄については管見の限り、人と鶏の民俗の解明に挑んだ青木の研究が
あるのみである（青木 2017）。
本稿では「奈良県風俗誌」の中で「第 3類　飲食並ニ関連事項」に記載された「嗜好品」がどのようなものであり、
それが地域においてどのように認識されていたのかについて考察してみたい 7）。とはいえ、「奈良県風俗誌」は県内
全域を対象とした膨大な資料である。そこで、手始めに奈良県東北部に位置する山辺郡を事例とする。
大正初期の山辺郡について、『奈良県山辺郡治一班（大正元年度）』（奈良県立図書情報館蔵）の「第一　地勢」に
は次のようにある。

表 1　標題に家庭または家政を含む「嗜好品」の関連図書（1890-1912）

出典：国立国会図書館デジタルコレクション
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山辺郡は奈良県の東北部に位し一町八ヶ村を管轄す。東は宇陀郡及び三重県に境し西は生駒郡南は磯城郡に隣り
北は添上郡に接す。地勢略長方形を成し東西六里余南北四里余面積十方里四分四厘に互り郡の大部は連山起伏し
西端僅かに平坦にして地味膏腴五穀豊熟す。山岳の大なるものは髪生山青葉山とし何れも当方に巍峨屹立す。河
川は布留川初瀬川寺川等にして何れも大和川に注き大阪湾に入る。道路は上、中、笠置の諸街道と之れを東西南
北に織成せる幾多の小道路ありて交通運輸の便頗る大なり
居民の多くは農業に従事し商工業之に次ぐ。産物の重なるものは米麦茶梨繭氷豆腐其他工業品等にして茶、梨、
繭、凍豆腐、は本郡特有物産とし最名高し。

ここでいう一町八ヶ村とは丹波市町、二階堂村、朝和村、福住村、都介野村、東里村、波多野村、豊原村、針ヶ別
所村のことである。郡の大部分を山地が占めるが、西端に位置する二階堂村、丹波市町と朝和村の一部に大和平野が
広がっている。上街道、中街道、笠置街道をはじめとして道路がよく発達しており、明治 31（1898）年には山間地
の福住村が長滝街道が開削された。（山辺郡教育会 1973）。また、同年には丹波市町に奈良鉄道（明治 40 年に国有化）
丹波市駅が開業し、桜井、京終間が鉄道でつながり、翌年には奈良、桜井間が全通したことから大阪、京都とも直結
するようになった 8）（鉄道省 1921: 472-480; 鈴木 1985: 118-121）。
居住者の多くは農業に従事しており、同資料によると大正元年度の町村別の農業戸数および人口は表 2のとおりで
ある。また、特産品である茶、梨、繭、凍豆腐の生産額は茶が 255,830 円、梨が 75,271 円、繭が 90,301 円、凍豆腐
が 189,365 円となっている。

2　「嗜好品」の調査項目

「奈良県風俗志記載事項調」（奈良県立図書情報館蔵）の「序言」には記載上の全般的な注意事項が次のように述べ
られている。

い、記載ハ勉テ具体的ニシテ実際ノ事実ヲ尊ビ考証的総括的ヲ尊バズ
ろ、  形ヲ主トスルモノハ図、絵、写真等ヲ挿ミ尚ヲ其ノ大サ質、色、重サ、製作、運輸、方

（ママ）

等必要ニ応ジ記述ノ事
は、其ノ事物ノ沿革、最近ノ傾向等必要ニ応ジ記述ノ事
に、事実ヲ記載シタル後ニ之ガ利弊ヲ必要ニ応ジ記述ノ事

表 2　町村別の農業戸数および人口

出典：『奈良県山辺郡治一班（大正元年度）』（奈良県立図書情報館蔵）
ただし、農業人口と農業戸数は専業と兼業を含む
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このように具体的に事実をありのままに、有形のものは図や写真もあわせて客観的に記述することが求められた。
また、歴史的な推移だけでなく、現状はもとより変化によって生じた利益や弊害についても記述するように注意して
いる。そのことを踏まえて、「嗜好品」の調査項目をみていくことにする。
この「第 3類　飲食並ニ関連事項」は 5つの中項目、すなわち「一、食品」「二、調理及用具」「三、嗜好品」「四、

儀式的食物」「五、食事ノ仕方」からなる。そのもとにいくつかの小項目があり、注記と具体例が示されている。た
とえば「一、食品」の小項目は「植物性ノ物」「動物性ノ物」「鉱物性ノ物」であり、それぞれ種類を尋ねている。「動
物性ノ物」はさらに獣肉、鳥類、魚類、其他に細分し、「其来ル経路、価格」まで、とくに魚類については「生物、
干物、塩物等ソレソレノ経路、運搬方法、等ヲモ記ス事。且ツ凡ソ一ケ月幾回位ノ程度ニテ、一般人ノ食膳ニ上ルヤ」
まで詳しい記載を求めている。このように調査項目は大変興味深いものであるが、ここでは関心を「嗜好品」に集中
して見ていくことにしよう。
表 3は「嗜好品」の調査項目のみ取り出したものである。ここでいう「嗜好品」とは「常食以外ニテ而モ常ニ愛用
セラルヽモノ」である。これを「自然ノマヽノモノ」「調理品」「特ニ広ク嗜好セラルヽモノ」の 3つに分類し、「自
然ノマヽノモノ」は植物性、動物性、鉱物性のもの、「調理品」は麺類、餅類、菓子類、「特ニ広ク嗜好セラルヽモノ」
は酒、茶、煙草を細項目に取り上げ、注記にもとづき尋ねている。このうち「特ニ広く嗜好セラルヽモノ」はいわゆ
る「嗜好品」、すなわち「必要な栄養を摂取するためでなく、香味や快い刺激など、個人の嗜好を満たす」ものであ
る（日本国語大辞典第二版編集委員会 2001: 614）。その注記をみると、酒類と茶のところに「効能」についての設問
があることから、単に常食ではないが愛好される「自然ノマヽノモノ」と「調理品」と一線を画していることがわか

表 3　「嗜好品」の調査項目

出典：『奈良県風俗誌記載事項調』（奈良県立図書情報館蔵）をもとに作成
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る。また、ここには先述した全般的な注意事項、すなわち歴史的な推移や現状、ならびに変化によって生じた利弊へ
の関心がよく反映されている。たとえば、酒類の「濁酒ヲ飲ミ得ラルヽ頃ノ状況」や煙草の「官営後ト、其以前トノ、
用ヒラルヽ程度」などがそうである。なお、茶のところにみられる「迷信」への注目は竹永三男（1998: 228）が指
摘する「奈良県風俗誌」の特徴の一つである。このほか「家内に於テ、又ハ来客ニ向ツテ、必ス茶ヲ出スヘキ場合」
という問いは社会関係の変化を捉えようとしているのであろう。

3　山辺郡の「嗜好品」

山辺郡一町八ヶ村の「奈良県風俗誌」に記載された「嗜好品」について、調査項目にもとづき町村ごとに記載事項
を表に整理した。これについて考察する。

い、自然のままのもの
植物性（表 4）
『奈良県山辺郡治一班』（奈良県立図書情報館蔵）によると、ここに列挙されているほとんどの植物性のものが郡内
の商品作物である。全体的に果樹の記載が多く、その上位 5種は柿、桃、梨、李、蜜柑である。『奈良県山辺郡誌』
によると、茶、柿、梨、蜜柑、瓜類は特産品として注目され、栽培が奨励されていた（山辺郡教育会 1979: 179-
284）。果樹以外では山葵、山椒、肉桂が目立つ。記載の量が最も多いのは東里村である。栽培植物か山果か判然とし
ないが、関心の高さが窺える。二階堂村のカキモチやカンカンは菓子であろう。

動物性と鉱物性（表 5）
動物性のものについて記載のあるのは丹波市町、福住村、針ケ別所村、東里村、豊原村である。丹波市町と針ヶ別
所村はともに魚類をあげているが、前者が鯉や鮒の酢漬けであるのに対して後者は鯛や鰤、ビンナガなどの造りであ
る。福住村は鶏卵、東里村と豊原村は蜂の子というように回答にばらつきがある。一方、鉱物性のものでは福住村が
薄荷、東里村が清涼飲料水のラムネとサイダーをあげている。ただし、薄荷はシソ科の多年草であるので誤記であろ
う。

ろ、調理品
麺類（表 6）
丹波市町と福住村は饂飩のみ、二階堂村、針ヶ別所ならびに豊原村は饂飩、蕎麦、素麺、都介野村と東里村は饂飩
と素麺、波多野村は饂飩と蕎麦というように、回答にばらつきがみられる。饂飩、蕎麦、素麺も山辺郡全域で食され
ていた可能性があるが、嗜好性という主観にもとづく調査結果であることを考慮する必要があるだろう。これによる
と、饂飩や蕎麦が自家製であるのに対して、素麺は購入品であることが多かったようである。

餅類（表 7）
町村によって粟餅や牡丹餅など多種多様であるが、くるみ餅が広く嗜好されている。

菓子類（表 8）
全体的に干菓子が多い。丹波市町のところに「一時限の食用には蒸菓子、饅頭等なれと大抵は一度購入せし品を可
及的長く貯へんがため主に用ひらるゝものは干菓子なり」とその理由をあげている。上位 4種は煎餅、ぼうろ、金平
糖、松風である。ぼうろも松風も種類が豊富で記載から特定はできない（中川 2018: 127-130）。波多野村にミルクキャ
ラメル、チョコレートキャラメルがみられるが、大方は在来の菓子である。
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表 4　植物性

出典：山辺郡各町村『奈良県風俗誌』（奈良県立図書情報館蔵）

表 5　動物性と鉱物性

出典：山辺郡各町村『奈良県風俗誌』（奈良県立図書情報館蔵）
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表 6　麺類

出典：山辺郡各町村『奈良県風俗誌』（奈良県立図書情報館蔵）
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表 7　餅類

出典：山辺郡各町村『奈良県風俗誌』（奈良県立図書情報館蔵）
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は、特に広く嗜好されるもの
酒類（表 9）
各町村の酒類は清酒をはじめとして甘酒や洋酒など様々に列挙されている。都介野村、針ヶ別所村、東里村、波多
野村は濁酒もあげている。この濁酒を飲むことができた頃の状況とは明治 29（1896）年に制定された「自家用酒税法」
が明治 32（1899）年より廃止となり、自家用酒、つまり濁酒の製造が全面的に禁止されるより前の状況を指している。
酒税は相次ぐ増税の結果、明治 32 年には国税の第 1位を占めるまでになったが、酒価の高騰は密造をもたらし、そ
の取り締まりが強化された 9）。
濁酒を飲むことができた当時、二階堂村では米と麹で発酵後、30 日で飲むことができる喜びは好きな者にとって
言いようがなく、また、福住村では人情も素朴であったとしている。洋酒が普及しだすのは明治 20 年代から 30 年代
にかけてである。しかし、いずれの町村においてもほとんど飲まれていない。その理由として、丹波市町にあるよう
に洋酒が高価であったことがあげられる。酒の一般的な効能についてみると、ほぼ共通した回答となっている。疲れ
をとり、血の巡りをよくし、精神を快活にし、交際を広めるなどの認識があった。

茶（表 10）
先述したとおり、茶は山辺郡の特産品である。『奈良県山辺郡誌』によると、明治 44（1911）年の調査報告として、
機械製茶の普及のため二階堂村、豊原村、東里村、波多野村に機械製茶伝習所を開設、郡内 16 ヶ所に模範茶園を新
設するなど、主要物産である製茶の改良発展につとめている（山辺郡教育会 1973: 279）。自家用と販売用との製法の
違いは判然としないが、丹波市町では一度摘み取った後の茶葉や小枝で番茶をつくるとある。また、豊原村では自家
用にする茶園には特別の肥料を施し手入れをする一方、波多野村では自家用と売却する茶とに大差はないとある。
家内で茶を飲むのは食事の時である。その際、番茶が多く、茶粥にすることも多かった。また、都介野村のように、
疲れたり喉が渇いたりした時や波多野村のように何時となく飲むというところもあった。また、来客に対しては一般
に茶を供してもてなした。とくに二階堂村では菓子とともに出すとある一方、針ヶ別所村では珍客に限るとある。ま
た、波多野村では家内用と来客用とで使用する茶を区別していたようだ。

表 8　菓子類

出典：山辺郡各町村『奈良県風俗誌』（奈良県立図書情報館蔵）
（ただし、旧字は新字にあらため適宜句読点を補った。カタカナは平仮名とし。表記の一部を統一した。）
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茶の一般的な効能はおよそ共通している。精神を爽快にする、渇きを潤す、眠気を覚ます、口中の臭気をなくすと
いったようなものである。一方、迷信的な効能として、目に関するものと肌の色に関するものとがある。前者につい
ては丹波市町の眼球の充血は煎茶で洗うと癒えるというものや、都介野村の煎じた茶で目を洗えば眼病が治るという
ものである。また、後者については福住村の茶を飲めば肌の色が黒くなるというものや、東里村の肌の色が黒くなる
ので女子には用いられないというものがある。
特別な飲み方や用具は東里村の煎じて飲む際は麻製の茶袋に入れることや、二階堂村と豊原村の茶道に関する記載
を除いてとくにない。

煙草（表 11）
官営後というのは明治 37（1904）年制定された「煙草専売法」の施行以後である。この法律も税収を増大させる
ための明治政府の政策である。煙草が国家の管理のもと製造販売されると、大蔵省専売局から「紙巻たばこ」が発売
された。当初は「刻みたばこ」が全盛であったが、大正期には都市部を中心に「紙巻たばこ」の需要が「刻みたばこ」
と上回るようになる 10）。このことを踏まえて、官営後の煙草の需要の変化についてみると、二階堂村、福住村、針ヶ
別所村、波多野村はあまり変化していない。また、丹波市町と朝和村はとくに変化していないとしながらも、「紙巻
たばこ」の需要の増加をあげている。東里村も増加しているが、一方、都介野村のように減少したところもある。ま
た、豊原村は一時減じたが近年増加をみせている。その理由について、同村では官営前、煙草は自製のためあまり費
用がかからず、消費量も多かったが、官営後は購入品となり費用がかさみ減じた。しかし、その辛抱の反動から最近
は消費量が増加し、下等品よりも上等品を求める傾向があるという。
「刻みたばこ」に混用する植物は虎

いたどり

、山薔薇、さんけら、蕗、里芋の葉などで、これらは丹波市町、福住村、針ヶ
別所村、東里村、豊原村に記載がある。ただし、これらを用いたのは官営前のことであり、丹波市町や福住村では見
聞することがなくなったという。煙草入れと煙管は二階堂村、豊原村、波多野村に記載がある。実態をつかめないが、
豊原村と波多野村にあるように、特徴的なものではないらしい。煙草の曲げのみはその意味を解せないが、二階堂村
にあるように輪や卵形の煙を吹き出すような風変りな吸い方を指しているように思われる。

4　おわりに

「奈良県風俗誌」の「第 3類　飲食並ニ関連事項」に記載された「嗜好品」がどのようなものであり、地域でどの
ように認識されていたのかについて、山辺郡を事例に考察を試みた。
「奈良県風俗誌」では「嗜好品」を①自然のままのもの、②調理品、③特に広く嗜好されるものの 3つに分け、①
は植物性、動物性、鉱物性、②は麺類、餅類、菓子類、③は酒類、茶、煙草を取り上げ、注記にもとづき調査が行わ
れた。ここでいう「嗜好品」とは常食ではなく愛用されるものであるが、③は「効能」をともなうものであり、①と
②とは一線を画している。明らかとなった諸点は以下のようにまとめられる。
①についてみると、植物性のものとして、郡内の特産品を含む農産物が数多く列挙されており、柿や梨などの果樹
が嗜好されていた。②についてみると、菓子類では干菓子の記載が多く、これは長期保存ができるためである。また、
ミルクキャラメルとチョコレートキャラメルをのぞいて、在来の菓子が嗜好されていたことがわかる。③についてみ
ると、酒類では清酒が最も好まれていた。洋酒は明治 20 年代から 30 年代に普及しだすが、高価であったためほとん
ど飲まれていない。また、明治 32（1899）年の「自家用酒税法」廃止以前には、濁酒をつくることの喜びや人情が
素朴であったことが指摘された。煙草は明治 37（1904）年に制定された「煙草専売法」にともなう官営後、「刻みた
ばこ」から「紙巻たばこ」への過渡期の変化を捉えようとしている。「刻みたばこ」の混用植物は貴重な記録といえ
るだろう。
本稿では「嗜好品」の記載事項を調査項目にもとづき、山辺郡の町村ごとに整理した。その際、「嗜好品」の全容
を捉えることに努めた。ただし、取り上げられた「嗜好品」は調査項目にあらかじめ定められたものであり、地域で
人々が「嗜好品」をどのように認識しているのかということは必ずしも明らかにできていない。地域性を議論するに
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は他の郡との比較や奈良県全域での位置づけが必要であり、細項目や注記に書かれた事柄を一つずつ取り出し、広域
的に分析していかなくてはならない。今後の課題としたい。

注
１）国立国会図書館デジタルコレクション　https://dl.ndl.go.jp/

２）①名古屋大学医学部史料室「近代医学の黎明 デジタルアーカイブ」より『普通生理衛学』

 https://www.med.nagoya-u.ac.jp/medlib/history/archive/print/1888goto.html

 ②国立国会図書館電子展示会「近代日本人の肖像」より「後藤新平」

 https://www.ndl.go.jp/portrait/datas/79

３）前掲 1）①より『通俗衛生新書』　https://www.med.nagoya-u.ac.jp/medlib/history/archive/print/1890tuzoku.html

４）奈良県立図書情報館まほろばデジタルライブラリー　https://www.library.pref.nara.jp/

 本稿で考察の対象とする山辺郡一町八ヶ村の「奈良県風俗誌」は「丹波市町風俗誌」「二階堂村風俗誌記載事項」「朝和村風俗誌」「福住

村風俗誌」「都介野村風俗誌」「針ヶ別所村風俗誌」「東里村風俗誌」「豊原村風俗誌」「波多野村風俗誌記載事項」である。このうち「丹

波市風俗誌」と「東里村風俗誌」は奈良県立図書情報館のマイクロフィルムで閲覧し、それ以外は同館まほろばデジタルライブラリーを

利用した。

５）39 類の大項目を示すと次のようになる。第 1類：建物造作、第 2類：衣服付容器並裁縫具、第 3類：飲食並ニ関連事項、第 4類：身体

装飾、第 5類：衛生清潔付用具、第 6類：療養看護付用具用品、第 7類：採暖採涼防火防寒風雨具、第 8類：防虫防鼠防鳥獣及其用具用品、

第 9類：点火点燈付用具、第 10 類：寝具、第 11 類：文房具、第 12 類：家具、第 13 類：記録・帳簿・日記類、第 14 類：家族、第 15 類：

子ども並ニ育児、第 16 類：慰籍・娯楽、第 17 類：人情風儀、第 18 類：対他郷感情、第 19 類：制裁、第 20 類：交際、第 21 類 冠婚葬祭

並ニ其他ノ内祝、第 22 類：年中行事、第 23 類：神仏・宗教・迷信・観念、第 24 類：社会組織、第 25 類：共益団体及事業、第 26 類：

言語（主トシテ方言・訛言）、第 27 類：俚謡、第 28 類：伝説お伽噺、第 29 類：山河、第 30 類：村内大士功、第 31 類：交通道路、第 32

類：旅行、第 33 類：農家ノ四季ノ一日、第 34 類：非常警備及変災処置法、第 35 類：部内各種業、第 36 類：特殊社会ノ習慣、第 37 類：

飼養動物、第 38 類：大奇木石類、第 39 類：経済

６）鹿谷勲（1980: 1215-1216）によると、39 の「大項目のもとに、258 の中項目を設け、これを 1070 の小項目に分けている」としている。

７）飲食に関する事柄は問題の取り上げ方にもよるが、「第 3類　飲食並ニ関連事項」以外に複数の項目にまたがっていることがあるため

注意が必要である。たとえば、青木（2017）は食用として利用された鶏について「第 3類　飲食並ニ関連事項」、薬用や滋養食品として

利用された鶏について「第 6類　療養看護附用具用品」、迷信や伝説上の鶏について「第 23 類　神仏・宗教・迷信・観念」、地域で飼養

されていた鶏について「第 37 類　飼養動物」を参照している。

８）大正 4年には天理教教会本部を擁する丹波市町に参拝客の輸送を目的とする天理軽便鉄道が開業し、新法隆寺、天理間がつながった（角 

2014）。

９）①国税庁租税史料室 平成 21 年度特別展示「明治の酒税」　https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/sozei/tokubetsu/21.htm

 ②官報 1898 年 12 月 28 日「自家用酒税法廃止」　https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2947940/2

10）日本たばこ産業株式会社「たばこの歴史・文化―日本の歴史【明治期・大正期】」

 https://www.jti.co.jp/tobacco/knowledge/society/history/japan/meijitaisho/index.html
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